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福井県の給与・定員管理等について  

 

１  総括  

 

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）  

区  分  
住民基本台帳人口  

（ 27年１月１日）  

歳  出  額  

Ａ  

実質収支  

 

人  件  費  

Ｂ  

人件費率  

Ｂ／Ａ  

(参考 ) 

25年度  

の人件費率  

26年度  
人  

8 0 2 , 9 7 2  

千円  

4 4 4 , 4 3 6 , 9 9 7  

千円  

3 , 9 0 9 , 3 2 1  

千円  

1 1 5 , 6 2 2 , 8 3 1  

％  

2 6 . 0  

％  

2 4 . 5  

 

 ( 2 )  職員給与費の状況（普通会計決算）  

区  

分  

職員数  

Ａ  

給      与      費  

 

 

 

 

 

(参考 ) 

一人当たり  

給与費Ｂ／Ａ  

(参 考 )  

都 道 府 県  

平 均 一 人 当

た り 給 与 費  
給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当  計  Ｂ  

26 

年

度  

    人  

1 2 , 4 4 8  

    千円  

5 5 , 4 4 9 , 6 3 9  

    千円  

8 , 8 7 3 , 4 2 3  

    千円  

2 0 , 3 9 9 , 9 6 6  

    千円  

8 4 , 7 2 3 , 0 2 8  

千円  

6,806 

       千円  

7 , 1 2 3  

（注）１  職員手当には退職手当を含んでいません。  

２  職員数は、 26年４月１日現在の人数です。  

３  給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含

まれており、職員数には当該職員を含んでいません。  

 

(3) ラスパイレス指数の状況  
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（注）１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較する

ため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職

俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100として計算した指数。  

２  平成 24年及び平成 25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による

給与減額措置がないとした場合の値です。  
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※  ２７年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②

３年連続で上昇している場合、③ 100 を超えている場合について、その理由及び改善の見込み  

 

 

 (4) 給与改定の状況  

    ①月例給  

区  分  

人事委員会の勧告   

給与改定率  

 

 

 

 

(参考 ) 

国の改定率  

 

民間給与  

Ａ  

公務員給与Ｂ  較差  

Ａ－Ｂ  

勧告  

（改定率）  

27年度  
円  

3 6 8 , 1 1 1  

円  

3 6 7 , 1 9 8  

913円  

（ 0.25％）  

％  

0 . 2 5  

％  

0 . 2 5  

 

 

％  

0 . 3 6  

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパ

イレス比較した平均給与月額です。  

 

    ②特別給（期末・勤勉手当）  

 

区  分  

 

人事委員会の勧告   

年間支給月数      

 

 

 

 

(参考 ) 

国の年間  

支給月数  

民間の支給  

割合     Ａ  

公務員の  

支給月数   Ｂ  

較差  

Ａ－Ｂ  

勧告  

（改定月数） 

27年度  
月  

4 . 1 8  

月  

4 . 1 0  

月  

0 . 0 8  

月  

0 . 1 0  

月  

4 . 2 0  

 

 

月  

4 . 2 0  

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の

支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。  

 

 (5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について  

 

 

 

①給料表の見直し  

［  実施   未実施］  

 

 

 

 

 

 

（給料表の改定実施時期）  

平成２７年４月１日  

（内容）  

一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。高齢層については、

最大４％を引下げ。激変緩和のため、５年間（平成３２年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）

を実施。  

他の給料表については、一般行政給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。（医療職給料表（一）

除く。）  

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手

当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。  
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②地域手当の見直し  

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）  

 

③その他の見直し内容  

 

 

 

 

 (6) 特記事項  

  な し  

 

 

２  職員の平均給与月額、初任給等の状況  

 

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２７年４月１日現在） 

    ①一般行政職  

  

 

 

 

 

区  分  

 

平 均 年 齢      

 

平均給料月額  

 

平均給与月額  

 

平均給与月額  

(国比較ベース ) 

福井県  42.9歳  335,318円  403,104円  361,316円  

国  43.5歳       334,283円       ―  408,996円  

都道府県平均  43.3歳   333,258円  419,584円  374,044円  

 

管理職員特別勤務手当、単身赴任手当および寒冷地手当について、国と同様に見直しを実施。（平

成２７年４月１日実施）  

 

 

（支給割合）国基準１．６％に対し、福井県においても１．５％を支給。  

（実施時期）平成２７年４月１日より実施。段階的に支給割合を引き上げることとし、平成２７年

４月１日時点は１．５％、給与改定後は平成２７年４月に遡及し１．６％を支給。  

 

（参考）  

 平成２６年度

の支給割合  

平成２７年度の支給割合  見直し後の支給割合  

（ H28.4.1）  ４月１日時点  遡及改定後  

国基準による支

給割合  

１．６％  １．６％  １．６％  １．７％  

福井県の支給割

合  

１．５％  １．５％  １．６％  １．６％  
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    ②技能労務職  

区分  

公務員  民間  参考  

平均

年齢  
職員数  

平均給料  

月額  

平均給与  

月額  

(Ａ ) 

平均給与  

月額  

（国比較ベ

ース）  

対応す

る民間

の類似

職種  

平均

年齢  

平均給与  

月額  

(Ｂ ) 

Ａ／Ｂ  

福井県  
51.1

歳  
53 人  315,258 円  345,114 円  333,848 円  －  －  －  －  

 
うち校務員  

50.2

歳  
27 人  305,450 円  333,078 円  325,565 円  －  －  －  －  

 
うち調理師  

52.2

歳  
11 人  327,298 円  360,871 円  342,556 円  調理士  

44.6

歳  
234,800 円  1.54 

国  
50.2

歳  

2,994

人  
289,141 円  －  328,318 円  －  －  －  －  

都道府県平均  
51.6

歳  
 260 人  330,741 円  386,250 円  363,809 円  －  －  －  －  

 

区分  

参考  

年収ベース (試算値の比較 ) 

公務員 (Ｃ ) 民間 (Ｄ ) Ｃ／Ｄ  

福井県  5,617,968 円  －  －  

 うち校務員  5,455,136 円  －  －  

うち調理師  5,824,452 円  3,089,700 円  1.89 

※ 7 人以上の主な職種について記載しています。  

※民間データは総務省から提供されたもので、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」

（日々雇用者等を含む企業規模 10 人以上が対象）のデータを使用しています。（平成 24 年～

平成 26 年の 3 か年の平均）  

※公務員の職種と民間職種等の比較にあたり、公務員では臨時・非常勤職員を含まず、民間職種

では日々雇用職員等が含まれるなど、年齢、業務内容、雇用形態、経験年数等の点において差

異があります。  

※年収ベースの「公務員 (Ｃ )」及び「民間 (Ｄ )」のデータは、それぞれ平均給与月額を 12 倍した

ものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給さ

れた年間賞与の額を加えた試算値です。  

 

③高等（特別支援・専修・各種）学校教育職  

区  分  平 均 年 齢      平均給料月額  平均給与月額  

福井県       44.7歳  391,390円      434,085円  

都道府県平均       44.8歳  381,390円      443,257円  

 

    ④小・中学校（幼稚園）教育職  

区  分  平 均 年 齢      平均給料月額  平均給与月額  

福井県       44.7歳  381,812円      418,287円  

都道府県平均       43.3歳  366,907円      422,193円  
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 ⑤警察職  

区  分  

 

平 均 年 齢      

 

平均給料月額  

 

平均給与月額  

 

平均給与月額  

(国比較ベース ) 

福井県  39.2歳  320,447円  427,429円  343,716円  

国  41.2歳       317,165円  －  369,393円  

都道府県平均  38.6歳   321,121円  458,794円  366,870円  

（注）１  「平均給料月額」とは、２７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均  

です。  

２  「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時

間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査

において明らかにされているものです。  

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝

時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。  

 

 ( 2 )  職員の初任給の状況（２７年４月１日現在）  

区    分  福井県  国  

一般行政職 
大  学  卒 180,800 円  174,200 円  

高  校  卒 146,500 円  142,100 円  

技能労務職 
高  校  卒 144,200 円  －  

中  学  卒 135,400 円  －  

高等学校教育職  
大  学  卒 201,900 円  －  

高  校  卒 157,100 円  －  

小・中学校教育職  
大  学  卒 201,900 円  －  

高  校  卒 157,100 円  －  

警  察  職  
大  学  卒 199,500 円  202,300 円  

高  校  卒 167,000 円  163,800 円  

 

 

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２７年４月１日現在）  

区     分 経験年数 10年  経験年数 20年  経験年数 25年  経験年数 30年  

一般行政職 
大  学  卒 259,385 円  365,359 円  392,230 円  408,914 円  

高  校  卒 205,240 円  304,750 円  361,244 円  383,124 円  

技能労務職 
高  校  卒 －  －  －  －  

中  学  卒 －  －  －  －  

高等学校  

教育職  

大  学  卒 304,587 円  406,907 円  426,875 円  437,454 円  

高  校  卒 －  318,214 円  361,982 円  －  

小・中学校  

教育職 

大  学  卒 309,500 円  398,553 円  413,628 円  424,059 円  

高  校  卒 －  －  －  －  

警  察  職 
大  学  卒 280,098 円  382,680 円  392,657 円  431,014 円  

高  校  卒 247,862 円  336,414 円  396,370 円  426,222 円  

（ 注 ） 該 当 職 員 が ３ 人 以 下 の 各 区 分 に つ い て は 、 記 載 し て い ま せ ん 。  
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３  一般行政職の級別職員数等の状況  

 ( 1 )  一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２７年４月１日現在）  

区  分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １号給の  

給料月額  

最高号給の

給料月額  

９  級 部長  
人  

1 8    
 

％  
0.6   

 

456,100円  525,200円  

８  級 企画幹  
人  

4 4    
 

％  
1.4   

 

405,800円  466,300円  

７  級 課長、参事  
人  

8 8    
 

％  
2.8   

 

339,800円  442,600円  

６  級 課長、参事  
人  

2 0 3    
 

％  
6.4   

 

297,200円  407,900円  

５  級 課長補佐  
人  

9 1 5    
 

％  
28.8   

 

285,000円  390,700円  

４  級 主任  
人  

5 6 1    
 

％  
17.7   

 

258,300円  383,500円  

３  級 企画主査、主査  
人  

6 8 6    
 

％  
21.6   

 

223,900円  347,700円  

２  級 主事  
人  

3 5 4    
 

％  
11.1   

 

187,700円  301,900円  

１  級 主事  
人  

3 0 8    
 

％  
9.7  

 

137,600円  244,900円  

  （注）１  福井県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。  

２  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。  

３  構成比は小数点第２位を四捨五入しているため、計 100.0％となっていません。  
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２級 10.8%

１級 9.1%

３級 21.7%



- 7 - 

(2) 昇給への勤務成績の反映状況  

１  勤務成績の評定の実施状況  

管理職（課長級以上）においては、平成 19 年 10 月から職員の仕事の成果や仕事の過程におけ

る行動・姿勢を評価する人事評価を実施しており、一般職（課長補佐級以下）においては、平成

22 年 4 月から実施している。  

２  昇給への勤務成績の反映状況  

管理職においては、平成 20 年度から人事評価結果を昇給に反映。  

一般職においては、平成 22 年度から人事評価結果を昇給に反映。  

 

４ 職員の手当の状況  

 (1) 期末手当・勤勉手当  

  

 

   

    

 

 

 

 

福      井      県 国 

１人当たり平均支給額（平成 26年度）  

             1,633 千円 
－ 

（平成 26年度支給割合）  

         期末手当       勤勉手当  

特 定 幹 部 職 員   2 . 2 0月 分     1 . 9 0月 分  

特定幹部職員以外  2 . 6 0月分     1 . 5 0月 分  

 (1.45)月分     (0.70)月分 

（平成 26年度支給割合）  

         期末手当       勤勉手当  

特 定 幹 部 職 員   2 . 2 0月 分     1 . 9 0月 分  

特定幹部職員以外  2 . 6 0月分     1 . 5 0月 分  

 (1.45)月分     (0.70)月分 

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置  

 ・役職加算    5～ 20％  

 ・管理職加算  15～ 25％  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置  

 ・役職加算    5～ 20％  

 ・管理職加算  10～ 25％ 
 （注）  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。  

 

【参考】勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）  

１  勤務成績の評定の実施状況  

管理職（課長級以上）においては、平成 19 年 10 月から職員の仕事の成果や仕事の過

程における行動・姿勢を評価する人事評価を実施しており、一般職（課長補佐級以下）

においては、平成 22 年 4 月から実施している。  

２  勤勉手当への勤務成績の反映状況  

管理職においては、平成 20 年 6 月期から人事評価結果を勤勉手当に反映。  

一般職においては、平成 22 年 12 月期から人事評価結果を勤勉手当に反映。  

 

(2) 退職手当（２７年４月１日現在）  

福      井      県 国 
（支給率）     自己都合     勧奨・定年  

勤続 20年      20.445月分   25.55625月分  

勤続 25年      29.145月分   34.58250月分  

勤続 35年      41.325月分   49.59 00月分  

最高限度額    49.59 月分   49.59 00月分  

その他の加算措置   定年前早期退職特例  

          措 置 ( 2 %～ 2 0 %加 算 )  

1人当たり平均支給額  

   4,000千円    2 3 , 2 5 7千円 

（支給率）     自己都合     勧奨・定年  

勤続 20年      20.445月分   25.55625月分  

勤続 25年      29.145月分   34.58250月分  

勤続 35年      41.325月分   49.59 00月分  

最高限度額    49.59 月分   49.59 00月分  

その他の加算措置   定年前早期退職特例  

          措 置 ( 3 %～ 4 5 %加 算 ) 

 

（注）  退職手当の１人当たり平均支給額は、２６年度に退職した職員に支給された平均額です。  
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 (3) 地域手当（２７年４月１日現在）  

   

支給実績（平成 26年度決算） 919,533千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 68,494円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

東京都特別区  18.5％  23 人  18.5％  

大阪府大阪市  15.5％  8 人  15.5％  

医師・歯科医師  15.5％  143 人  15.5％  

茨城県つくば市  15％  1 人  15％  

埼玉県さいたま市  14％  1 人  14％  

京都府京都市  10％  1 人  10％  

福井市  1.4％  6,416 人  3％  

福井市を除く福井県内  1.4％  6,831 人  0％  

海外他  0％  12 人  0％  

平均支給率  1.6％  －  1.6％  

地域手当補正後ラスパイレス指数  

（ラスパイレス指数）  

99.1   

（ 99.6）  

（注）１  「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で支給したと

仮定した場合の加重平均の支給率です。  

２  地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地

方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。 

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に

基づく地域手当支給率）により算出。）  

 

 (4) 特殊勤務手当（２７年４月１日現在）  

支給実績（平成 26年度決算）  852,961千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（平成 26年度決算）  106,275円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成 26年度）  39.5％  

手当の種類（手当数）  33  

手当の名称  主な支給対象職員  主な支給対象業務  
支給実績  

（26年度決算） 

左記職員に対する  

支給単価  

職 員 等 の 研 修 機 関

の 教 務 に 従 事 す る

職員の手当  

消防学校または警察学校に

勤務する職員  

研修における実技訓練  千円  

161 

日額 550円  

県 税 事 務 に 従 事 す

る職員の手当  

県税事務所、嶺南振興局税務

部等に勤務する職員  

県税の賦課徴収等に関する事務  千円  

980 

日額 870円  

感 染 症 防 疫 等 作 業

に 従 事 す る 職 員 の

手当  

健康福祉センター、県立病院

、家畜保健衛生所等に勤務す

る職員  

感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律に規定す

る感染症に汚染されている患者の

看護、家畜伝染病の病菌に汚染さ

れている家畜の飼育、口蹄疫、鳥

インフルエンザのまん延防止作業  

千円  

326 

日額 300円～ 760円  

精 神 保 健 指 定 医 等

の職員の手当  

精神保健指定医および健康

福祉センターに勤務する保

健師  

精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律の規定に基づく診察、精

神保健法の規定に基づく在宅の精

神障害者を訪問して行う相談指導

等の業務  

千円  

171 

日額 300円～ 340円  

麻 薬 取 締 業 務 に 従

事する職員の手当  

健康福祉部医薬食品・衛生課

に勤務する職員  

麻薬及び向精神薬取締法の麻薬取

締員としての業務  

 

千円  

21 

日額 550円  
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特 殊 病 棟 等 に 勤 務

する職員の手当  

県立病院に勤務する理学療

法士、作業療法士、臨床工学

技士、看護師、栄養士等  

患者のリハビリテーション、人工

透析、救急患者の看護、救急患者

を収容するための病棟の入院患者

の看護、精神病患者に直接接して

行う栄養の指導等の業務  

千円  

6,286 

月額 5,000円、日額 240

円または勤務 1回につき

240円  

社 会 福 祉 業 務 等 に

従 事 す る 職 員 の 手

当  

健康福祉センター福祉課、総

合福祉相談所または特別支

援学校等に勤務する職員  

 

児童福祉や精神保健等に関する相

談、指導の業務または入所者等の

介助、指導の補助業務  

千円  

777 

日額 250円～ 550円  

医 療 業 務 等 に 従 事

する職員の手当  

健康福祉センター、県立病院

、こども療育センター等に勤

務する医師および歯科医師  

 

医療業務または公衆衛生業務  千円  

187,836 

月額 150,000円以下  

死 体 処 理 作 業 に 従

事する職員の手当  

県立病院に勤務する職員お

よび警察の職員  

人の死体の解剖、検視等の作業  千円  

14,523 

1 体 に つ き 1,600 円 ～

3,200円  

放 射 線 取 扱 作 業 等

に 従 事 す る 職 員 の

手当  

健康福祉センター、こども療

育センターまたは県立病院

に勤務する診療放射線技師、

原子力環境監視センターに

おいて放射性同位元素また

は人体に有害な放射線を使

用して行う試験研究業務に

従事することを常例とする

技術職員等  

エックス線その他の放射線を人体

に対して照射する作業、放射性同

位元素等を使用して行う試験研究

業務等  

千円  

4,273 

日額 240円～ 480円  

危 険 な 細 菌 の 研 究

等 に 従 事 す る 職 員

の手当  

健康福祉センター、衛生環境

研究センターまたはこども

療育センターに勤務する病

理細菌技術職員等  

危険な細菌の研究、検査の業務等  千円  

604 

日額 300円～ 410円  

夜 間 看 護 等 に 従 事

する職員の手当  

県立病院、こども療育センタ

ーに勤務する看護師、助産師

等  

正規の勤務時間における看護等の

業務のうちその一部または全部が

深夜において行われる業務等  

千円  

156,972 

勤務 1回につき 1,620円

～ 3,300円  

潜 水 作 業 に 従 事 す

る職員の手当  

水産試験場または栽培漁業

センターに勤務する職員も

しくは警察の職員  

潜水作業  千円  

65 

1 時 間 に つ き 310 円 ～

1,500円  

用 地 交 渉 業 務 に 従

事する職員の手当  

農林総合事務所、土木事務所

、ダム建設事務所等に勤務す

る職員のうち、用地交渉業務

に従事する職員等  

勤務公署以外の場所において行う

、土地の取得、土地の取得に伴う

物件の移転等の交渉  

千円  

4,597 

日額 870円～ 1,300円  

特 殊 現 場 作 業 に 従

事する職員の手当  

農林総合事務所、土木事務所

等に勤務する職員等  

地上もしくは水面 10メートル以上

の足場の不安定な箇所、傾斜が 40

度以上で高さが 15メートル以上の

傾斜地で行う調査、測量、検査、

監督等の作業等  

千円  

2,567 

日額 300円～ 560円  

災 害 応 急 作 業 等 に

従 事 す る 職 員 の 手

当  

職員  県の管理する道路、河川等に豪雨

等異常な自然現象により重大な災

害が発生した場合等に行う巡回監

視、災害警備、遭難救助等の作業  

千円  

33 

日額 710円～ 1,680円  

（ 東 日 本 大 震 災 に

対 処 す る た め の 特

例）  

職員  福島原発の敷地内およびその周辺

において、該当する区域で行う作

業  

千円  

3,674 

日額 660円～ 40,000円   

 

危 険 薬 剤 ま た は 有

害 物 質 の 取 扱 作 業

等 に 従 事 す る 職 員

の手当  

衛生環境研究センター、農業

試験場等に勤務する職員  

特に危険性を有する薬剤を取り扱

う業務または人体に有害な物質の

発生を伴う業務等  

千円  

1,397 

日額 230円  

家 畜 等 取 扱 作 業 に

従 事 す る 職 員 の 手

当  

畜産試験場、県営牧場および

健康福祉センターに勤務す

る職員  

精液の採取のために種雄畜を制す

る作業、犬の捕獲または処分の作

業、繁殖のために牛を制する作業

等  

千円  

762 

日額 240円～ 540円  

家 畜 保 健 衛 生 業 務

に 従 事 す る 職 員 の

手当  

家畜保健衛生所に勤務する

獣医師である職員  

 

家畜保健衛生所法に掲げる家畜保

健衛生所の事務  

千円  

3,262 

日額 1,080円  
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爆 発 物 取 締 等 作 業

に 従 事 す る 職 員 の

手当  

安全環境部危機対策・防災課

に勤務する職員または警察

の職員  

 

火薬類、高圧ガス等の取締作業、

特殊危険物質（サリン等）の処理

作業等  

千円  

38 

日額 250円～ 5,200円  

教 育 施 設 の 教 務 等

に 従 事 す る 職 員 の

手当  

看護専門学校において教務

に従事することを本務とす

る職員および産業技術専門

学院に勤務する職業訓練指

導員  

看護専門学校の学生に対する講義

等または職業訓練施設の訓練生の

職業訓練  

千円  

4,941 

日額 480円～ 1,050円  

高 等 学 校 の 定 時 制

教 育 ま た は 通 信 教

育 に 従 事 す る 職 員

の手当  

定時制または通信制の課程

に関する校務を本務とする

教諭等  

定時制教育または通信教育に係る

業務  

 月額 9,000円～ 19,000円  

へ き 地 学 校 等 に 勤

務する職員の手当  

へき地教育振興法に基づく

へき地学校等に勤務する職

員  

  給料および扶養手当の

月額の 4/100～ 25/100 

多 学 年 の 学 級 を 担

当する職員の手当  

小・中学校の２以上の学年で

編制されている学級を担当

する教員  

学級における授業または指導  千円  

3,293 

日額 290円～ 350円  

高 等 学 校 の 教 員 等

の産業教育手当  

農業、工業等に関する課程を

置く高等学校に勤務する教

諭等  

実習を伴う農業、工業等に関する

科目を主として担任  

 月 額 14,000円 ～ 19,000

円  

高 等 学 校 の 全 日 制

の 課 程 お よ び 定 時

制 の 課 程 を 兼 任 す

る職員等の手当  

高等学校の全日制の課程を

担任し定時制の課程を兼任

する教員等  

兼任に係る課程における授業等の

業務  

千円  

161 

1時間につき 930円  

教 員 特 殊 業 務 に 従

事する職員の手当  

教頭、教諭等  週休日等に学校の管理下において

行う部活動における生徒の指導業

務等  

千円  

239,152 

日額 1,500円～ 16,000円  

 

 

漁 労 作 業 に 従 事 す

る職員の手当  

実習船に乗り込むことを本

務とする職員  

漁労作業   1航海における漁獲物の

販売額から販売手数料

および経費を差し引い

た額の 18/100の額の範

囲内で任命権者が定め

る額  

 

航 海 実 習 の 指 導 に

従 事 す る 職 員 の 手

当  

航海実習の指導を担当する

ことを命じられた職員  

 

実習生の航海実習の指導  千円  

80 

日額 2,160円  

教 育 業 務 の 連 絡 指

導 に 従 事 す る 職 員

の手当  

教諭、養護教諭  教育についての連絡調整、指導お

よび助言  

千円  

64,013 

日額 200円  

夜 間 特 殊 業 務 に 従

事する職員の手当  

警察の職員  

 

 

正規の勤務時間による勤務の一部

または全部が深夜において行われ

る業務等  

千円  

45,129 

勤務 1回につき 410円  

～ 1,240円  

警察の職員の手当  警察の職員  私服職員の従事する犯罪の予防、

捜査、被疑者の逮捕の業務等  

千円  

90,589 

日額 220円～ 1,640円  

航 空 業 務 に 従 事 す

る職員の手当  

安全環境部危機対策・防災課

、防災航空事務所に勤務する

職員、警察の職員等  

航空機に搭乗し、航空機乗組員と

して行う業務等  

千円  

5,962 

1時間につき 1,900円  

～ 5,100円  
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(5) 時間外勤務手当  

支給実績（平成 26年度決算） 2,761,588千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成 26年度決算）  458千円 

支給実績（平成 25年度決算） 2,816,702千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成 25年度決算）  468千円 

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（ 26 年度決算）」と同じ年

度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とは

ならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。  

 

 (6) その他の手当（２７年４月１日現在）  

手当名  内容および支給単価  
国の制度  

との異同  

国の制度と  

異なる内容  

支給実績  

（ 平 成 2 6年 度 決

算 ）  

支給職員  

1人当たり  

平均支給

年額  

（ 平 成 2 6年 度

決 算 ）  

管理職  

手  当  

管理または監督の地位にある職員に支

給  

[月額 30,600円～ 126,600円 ] 

同じ  

（国：給

料の特別

調整額）  

 千円  

814,392  

円  

698,449  

初  任  給  

調整手当  

医師、歯科医師および獣医師に支給  

[月額 5,000円～ 366,700円 ] 

 

異なる  

獣医師を支給対象としている  千円  

435,137  

円  

2,940,112  

扶養手当  

扶養親族のある職員に支給  

[月額：配偶者 13,000円、その他の扶養

親族  

1人当たり 6,500円～ 11,000円 ] 

 

同じ  

 千円  

1,354,238  

円  

223,324  

住居手当  

賃貸住宅に居住する職員に支給  

  

[ ①家賃が 21,000円以下の場合の月額  

 家賃－ 10,000円  

②家賃が 21,000円を超える場合の月

額  

 11,000円＋（家賃－ 21,000円）/2 

（上限 27,000円）］  

 

異なる  

〈福井県〉  

家賃が 10,000円を超える場

合に支給  

〈国〉  

家賃が 12,000円を超える場

合に支給  

千円  

498,722  

円  

263,178 

通勤手当  

通勤のため、交通機関を利用し、または

交通用具等を利用している職員に支給  

 

[ １  電車・バスを利用する場合  

運賃等相当額 55,000円までは

全額支給、それを超える部分は

半額支給  

２  乗用車等を使用する場合  

使用距離等に応じて 2,000円

以上を支給  

３  特急列車等を利用する場合  

特急料金等の半額加算（

20,000円を限度）  

４  交通機関等と自動車等の併用

者が常例として乗継地周辺の駐

車場等を利用する場合  

駐車料金等加算 (3,000円を限度

)] 

異なる  

１  電車・バスを利用する場合  

〈福井県〉  

運賃等相当額 55,000円を超

える部分は半額支給  

〈国〉  

運賃等相当額 55,000円まで

支給  

２  乗用車等を使用する場合  

〈福井県〉  

上限額なし  

〈国〉  

上限額 31,600円  

４  交通機関等と自動車等の

併用者が常例として乗継地

周辺の駐車場等を利用する

場合  

〈福井県〉  

駐車料金等加算あり  

〈国〉  

駐車料金等加算なし  

千円  

1,274,455 

円  

95,023 
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単身赴任  

手   当  

公署を異にする異動等に伴い転居し、配

偶者と別居し、単身で生活することを常

況とすることとなった職員に支給  

[基礎額 26,000円に住居間の距離に応じ

た額（最高 58,000円）を加算した額 ] 

同じ  

 千円  

87,109  

円  

260,027 

寒冷地  

手  当  

寒冷積雪の度合の厳しい地域に勤務す

る職員に毎年 11月から翌年 3月まで支給  

[月額 7,360円～ 17,800円 ] 

同じ  

 千円  

58,219  

円  

62,200 

特地勤務

手当およ

び特地勤

務手当に

準  ず  る  

手   当  

１  特地勤務手当  

生活の著しく不便な地に所在する

公署に勤務する職員に支給  

[給料および扶養手当の月額の 4/100] 

２  特地勤務手当に準ずる手当  

特地勤務公署等への異動に伴って

住居を移転した職員等に異動の日か

ら起算して３年間以内の期間支給  

[給料および扶養手当の月額の 2/100

～ 6/100] 

同じ  

 千円  

929  

円  

54,658 

休日給  

休日等において正規の勤務時間中に勤

務することを命ぜられた職員に支給  

[1時間につき勤務 1時間当たりの給与額

の 135/100] 

同じ  

 千円  

445,630  

円  

130,454 

夜勤手当  

正規の勤務時間として深夜に勤務する

ことを命ぜられた職員に支給  

[1時間につき勤務 1時間当たりの給与額

の 25/100] 

同じ   

千円  

217,102 

円  

135,604 

宿日直  

手  当  

宿日直を命ぜられた職員に支給  

[１回につき 4,200円～ 20,000円 ] 
同じ  

 千円  

423,470  

円  

227,062 

管理職員  

特別勤務  

手   当  

管理職手当受給者が週休日および休日

等または平日深夜の午前０時から午前

５時までに勤務した場合に支給  

[勤務 1回につき 2,000円～ 12,000円 ] 

同じ  

 千円  

2,539  

円  

57,705 

災害派遣  

手   当  

災害応急対策または災害復旧のため国

の機関あるいは他の地方公共団体から

派遣された職員が住所または居所を離

れて福井県の区域に滞在することを要

する場合に支給  

[1日につき 3,970円～ 6,620円 ] 

 

 千円  

 

 

0  

円  

 

 

0 

農林漁業  

普及指導  

手   当  

農林漁業等の普及指導事業に従事する

職員に支給 [月額 16,800円 ]  

 千円  

 

20,933  

円  

 

195,634 

義務教育  

等教員特  

別  手  当  

義務教育諸学校に勤務する教育職員に

支給  

[2,000円～ 8,000円 ] 

 

 千円  

 

482,736  

円  

 

64,884  
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５  特別職の報酬等の状況（２７年４月１日現在）  
 

区      分  給 料 月 額 等 

給
料 

知      事  

副   知   事  

1,170,000 円  （ 1,300,000 円）  

 918,000 円  （ 1,020,000 円）  

報
酬 

議      長  

副   議   長  

議      員  

 910,000 円  

 860,000 円  

 780,000 円  

期
末
手
当 

知      事  

副   知   事  

（平成 26 年度支給割合）  

3.10 月分  

議      長  

副   議   長  

議      員  

（平成 26 年度支給割合）  

3.10 月分  

退
職
手
当 

 

知      事  

副   知   事  

（算定方式）            （１期の手当額）  （支給時期）  

130 万円×在職月数×0.60   37,440,000 円   （退職時）  

102 万円×在職月数×0.45   22,032,000 円   （退職時）  

（注）１  知事および副知事の給料については、平成２３年５月１２日から平成２７年４月２２日

までの間、 10％相当額が減額されており、（  ）内は、減額前の金額です。  

２  退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額および支給率に基づき、１期（４

年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額です。  
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６  職員数の状況  

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由            （各年４月１日現在） 

                                                                   

区  分  

部  門  

職   員   数  対 前 年  

増 減 数  
主 な 増 減 理 由            

平成 26年  平成 27年  

普
通
会
計
部
門  

一
般
行
政
部
門  

議   会  

総   務  

税   務  

労   働  

農 林 水 産  

商   工  

土   木  

民   生  

衛   生  

2 5  
4 6 8  
1 0 8  
4 4  

6 8 9  
1 5 9  
6 6 3  
2 4 5  
3 8 6  

2 4  
4 6 8  
1 0 9  
4 6  

6 8 3  
1 6 1  
6 6 4  
2 5 0  
3 8 4  

△ 1  
0  
1  
2  

△ 6  
2  
1  
5  

△ 2  

定年退職による経過的減員 
 
新採用職員の配置による経過的増員 
労働政策業務の増加による増員 
農林総合事務所の事務合理化による減員等 

産業政策業務の増加による増員等 

新幹線建設用地取得業務の増加による増員等 

福祉政策業務の増加による増員等 

健康福祉センターの事務合理化による減員等 

計  2 , 7 8 7  2 , 7 8 9  2    (参 考 :人 口 1 0万 人 当 た り 職 員 数 3 4 7人 )  

教 育 部 門  7 , 6 3 3  7 , 5 9 4  △ 3 9  生徒数の減少による教員の減員等 

警 察 部 門  2 , 0 2 8  2 , 0 5 2  2 4  警察法施行令の改正による警察官の増員等 

小   計  1 2 , 4 4 8  1 2 , 4 3 5  △ 1 3  (参 考 :人 口 1 0万 人 当 た り 職 員 数 1 , 5 4 8人 )  

会

計

部

門

 

公

営

企

業

等

 

病   院  

水   道  

下 水 道 

そ の 他 

9 4 5  
1 1  
3  

2 9  

9 5 9  
1 1  
4  

2 7  

1 4  
0  
1  

△ 2  

看護師の増員 

 

新採用職員の配置による経過的増員 

公営企業業務の事務合理化による減員 

小   計  9 8 8                  1 , 0 0 1             1 3                       

合    計  
1 3 , 4 3 6  

[ 1 4 , 3 5 6 ]  

1 3 , 4 3 6  
[ 1 4 , 2 5 3 ]  

0  
 

[△ 1 0 3 ]  

(参 考 :人 口 1 0万 人 当 た り 職 員 数 1 , 6 7 3人 )  

 
（注）１  職員数は一般職に属する職員数です。  

２  [     ]内は、条例定数の合計です。  

 

 ( 2 )  年齢別職員構成の状況（２７年４月１日現在）  

 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

20歳未満 20～23歳 24～27歳 28～31歳 32～35歳 36～39歳 40～43歳 44～47歳 48～51歳 52～55歳 56～59歳 60歳以上

構成比

５年前の構成比
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区  分  

20歳  

 

未満  

20歳  

～  

23歳  

24歳  

～  

27歳  

28歳  

～  

31歳  

32歳  

～  

35歳  

36歳  

～  

39歳  

40歳  

～  

43歳  

44歳  

～  

47歳  

48歳  

～  

51歳  

52歳  

～  

55歳  

56歳  

～  

59歳  

60歳  

 

以上  

 

計  

職員数  
人  

 

30 

人  

    

381 

人  

    

1,054 

人  

    

1,205 

人  

    

1,223 

人  

    

1,361 

人  

    

1,432 

人  

    

1,535 

人  

    

1,681 

人  

    

1,850 

人  

    

1,621 

人  

 

63 

人  

    

13,436 

 

 (3) 職員数の推移  

（単位：人・％）    

        年  度  

 

部門別  

22年  2 3年  2 4年  25年  26年  27年  
過去５年間の

増減数（率）  

一般行政  2 , 9 3 5  2 , 8 7 3  2 , 8 0 5  2 , 7 9 0  2 , 7 8 7  2 , 7 8 9  
△ 146 

(△ 5.0％ ) 

教   育  7 , 7 8 8  7 , 7 1 6  7 , 6 9 5  7 , 6 6 4  7 , 6 3 3  7 , 5 9 4  
 △ 194 

(△ 2.5％ ) 

警   察  1 , 9 9 0  1 , 9 7 3  2 , 0 2 2  2 , 0 3 1  2 , 0 2 8  2 , 0 5 2  
  62 

(3.1％ ) 

普 通 会 計 計  1 2 , 7 1 3  1 2 , 5 6 2  1 2 , 5 2 2  1 2 , 4 8 5  1 2 , 4 4 8  1 2 , 4 3 5  
△ 2 7 8  

(△ 2 . 2％ )  

公営企業等会計

計  
9 5 0  9 7 4  9 6 9  9 8 6  9 8 8  1 , 0 0 1  

  51 

 ( 5.4％ ) 

総合計  1 3 , 6 6 3  1 3 , 5 3 6  1 3 , 4 9 1  1 3 , 4 7 1  1 3 , 4 3 6  1 3 , 4 3 6  
△ 227 

(△ 1.7％ ) 

（注）１  各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。  

２  合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。  
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７  公営企業職員の状況  

 (1) 工業用水道事業  

   ①  職員給与費の状況  

    ア  決算  

区分 総費用  

 

Ａ 

純損益  

または  

実質収支 

職員給与費  

 

Ｂ 

総費用に占める  

職員給与費比率  

Ｂ／Ａ 

(参考 ) 

平成 25年度の総費用に

占める職員給与費比率 

平  成  

26年度  

千円  

562,102 

千円  

195,962 

千円  

89,629 

％  

15.9 

％  

14.8 

 

区  分  
職員数  

Ａ  

給      与      費  （参考）一

人当たり  

給与費  

B / A  

 

 

 

 

(参考)都道府県平均        

一人当たり給与費        給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当  計  Ｂ  

平  成  

26年度  

 

11 

千円  

40,509 

千円  

7,851 

千円  

15,198 

千円  

63,558 

千円  

5,778 

       千円  

6,647  

（注）１  職員手当には退職給与金を含んでいません。  

２  職員数は、２７年３月３１日現在の人数です。  

 

イ  特記事項    

     な し  

 

   ②  職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（２７年４月１日現在）  

区  分  平均年齢  基本給  平均月収額  

福  井  県  41.0 歳  339,773 円  491,889 円  

団  体  平  均 45.4 歳  361,236 円  522,664 円  

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。  

 

   ③  職員の手当の状況  

ア  期末手当・勤勉手当  

福     井     県 団   体   平   均 

１人当たり平均支給額（平成 26年度）  

1,382千円 

１人当たり平均支給額（平成 26年度）  

1,559千円 

（平成 26年度支給割合）  

期末手当      勤勉手当  

特定幹部職員    2.20 月分    1.90 月分  

特定幹部職員以外  2.60 月分    1.50 月分  

( 1 . 4 5 )月分    ( 0 . 7 0 )月分 

 

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置  

 ・役職加算    5～ 20％  

 ・管理職加算  15～ 25％ 

 

(注 )  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。  
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イ  退 職 手 当 （ ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 ）  

福     井     県 一  般  行  政  職  

（支給率）     自己都合     勧奨・定年  

勤続 20年      20.445月分   25.55625月分  

勤続 25年      29.145月分   34.58250月分  

勤続 35年      41.325月分   49.59 00月分  

最高限度額    49.59 月分   49.59 00月分  

その他の加算措置   定年前早期退職特例  

          措 置 ( 2 %～ 2 0 %加 算 )  

1人当たり平均支給額  

   －千円    － 千円 

（支給率）     自己都合     勧奨・定年  

勤続 20年      20.445月分   25.55625月分  

勤続 25年      29.145月分   34.58250月分  

勤続 35年      41.325月分   49.59 00月分  

最高限度額    49.59 月分   49.59 00月分  

その他の加算措置   定年前早期退職特例  

          措 置 ( 2 %～ 2 0 %加 算 )  

 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度の退職者がいなかったため、記載していませ

ん。  

 

ウ  地域手当（２７年４月１日現在）  

支  給  実  績（平成 26年度決算）           554千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（平成 26年度決算）                50,350円  

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

福井市      1.4％              6人                1.4％  

福井市を除く福井県内      1.4％              5人                1.4％  

 

エ  特殊勤務手当（２７年４月１日現在）  

支給実績（平成 26年度決算） 231千円    

支給職員１人当たり平均支給年額（平成 26年度決算） 28,904円    

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成 26年度） 18.2％    

手当の種類（手当数） １    

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績  

（26年度決算） 
左記職員に対する支給単価 

特殊勤務手当  

職員  勤務公署以外の場所にお

いて行う土地の取得等の

交渉の業務  

千円  

7 

1日につき 870～ 1,300円  

職員  管理者の管理する送水施

設に豪雨等異常な自然現

象により重大な災害が発

生した場合等に行う巡回

監視、応急作業等の作業  

千円  

10 

 

 

1日につき 710円～ 1,620円  

職員  地上もしくは水面上 10メ

ートル以上の足場の不安

定な箇所等において行う

調査、測量等の作業  

千円  

179 

 

 

 

 

 

1日につき 300円  

職員  道路上で交通を遮断する

ことなく行う道路の維持

修繕、調査、測量等の作

業  

1日につき 300円  

職員  水路内で行う調査、測量

等  

1日につき 560円  

職員  橋脚の基礎工事その他港

湾、河川等における工事

において、水面下で行う

調査、測量等の作業  

1日につき 300円  
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職員  落石、地すべり、資材の

落下等の危険等を伴う現

場で行う調査、測量等の

作業  

1日につき 300円  

職員  湖上において船舶に乗船

して行う調査、測量等の

作業  

1日につき 300円  

職員  高圧の配電線路または機

器の保守、調査、監督等

の作業  

1日につき 300円  

職員  水門の保守、点検、操作

等の作業  

1日につき 560円  

 職員  特に危険性を有する薬剤

を取り扱う作業  

千円  

35 

1日につき 230円  

 職員  人体に有害な物質の発生

を伴う業務  

1日につき 230円  

 

オ  時間外勤務手当  

支給実績（平成 26年度決算）  3,387千円  

職員１人当たり平均支給年額（平成 26年度決算）  308千円  

支給実績（平成 25年度決算）  2,456千円  

職員１人当たり平均支給年額（平成 25年度決算）  223千円  

（注）１  時間外勤務手当には、休日給を含んでいます。  

 ２  職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（ 26 年度決算）」と

同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の

支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。  

 

 

カ  その他の手当（２７年４月１日現在）       

手当名 

内容  

および  

支給単価 

一般行政職

の制度との

異同 

一般行政職

の制度と異

なる内容 

支給実績  

（平成 26 年度決

算）  

支給職員1人当たり 

平均支給年額 

（平成 26年度決算）  

管理職手当  

一般行政職と同じ  

－  千円  －  円  

扶養手当  1,355 千円 193,571 円 

住居手当  －  千円 －  円 

通勤手当  1,286 千円 128,600 円 

単身赴任手当  0 千円 0 円 
特地勤務手当

および特地勤

務手当に準ず

る手当  

0 千円  0 円  

寒冷地手当  0 千円  0 円  

休日給 －  千円  －  円  

夜間勤務手当  0 千円  0 円  

宿日直手当  0 千円  0 円  

管理職員特別

勤務手当  
0 千円  0 円  

（注）管理職手当、住居手当、休日給は、支給対象者が３人以下のため、支給実績等を記載して

いません。  
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 (２ ) 水道事業  

   ①  職員給与費の状況  

    ア  決算  

区分  総費用  

 

Ａ  

純損益また

は実質収支  

職員給与費  

  

Ｂ  

総費用に占める  

職員給与費比率  

Ｂ／Ａ  

 (参考 ) 

平成 25年度の総費用に

占める職員給与費比率  

平  成  

26年度  

千円  

2,815,412 

千円  

681,482 

千円  

187,835 

％  

6.7 

％  

7.9 

 

区  分  
職員数  

Ａ  

給      与      費  （参考）一

人当たり  

給与費  

B / A  

 

 

 

 

(参考)都道府県平均        

一人当たり給与費        給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当  計  Ｂ  

平  成  

26年度  
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千円  

90,870 

千円  

14,637 

千円  

35,469 

千円  

140,976 

千円  

6,713 

       千円  

7,023  

（注）１  職員手当には退職給与金を含んでいません。  

２  職員数は、２７年３月３１日現在の人数です。  

 

イ  特記事項    

     な し  

 

   ②  職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（２７年４月１日現在）  

区  分 平均年齢 基本給 平均月収額 

福  井  県  46.3 歳  382,252 円  560,475 円  

団  体  平  均 44.9 歳  373,439 円  583,783 円  

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。  

 

   ③  職員の手当の状況  

ア  期末手当・勤勉手当  

福     井     県 団   体   平   均 

１人当たり平均支給額（平成 26年度）  

1,689千円 

１人当たり平均支給額（平成 26年度）  

1,607千円 

（平成 26年度支給割合）  

期末手当      勤勉手当  

特定幹部職員    2.20 月分    1.90 月分  

特定幹部職員以外  2.60 月分    1.50 月分  

( 1 . 4 5 )月分    ( 0 . 7 0 )月分 

 

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置  

 ・役職加算    5～ 20％  

 ・管理職加算  15～ 25％ 

 

(注 )  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。  
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イ  退 職 手 当 （ ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 ）  

福     井     県 一  般  行  政  職  

（支給率）     自己都合     勧奨・定年  

勤続 20年      20.445月分   25.55625月分  

勤続 25年      29.145月分   34.58250月分  

勤続 35年      41.325月分   49.59 00月分  

最高限度額    49.59 月分   49.59 00月分  

その他の加算措置   定年前早期退職特例  

          措 置 ( 2 %～ 2 0 %加 算 )  

1人当たり平均支給額  

   －千円    － 千円 

（支給率）     自己都合     勧奨・定年  

勤続 20年      20.445月分   25.55625月分  

勤続 25年      29.145月分   34.58250月分  

勤続 35年      41.325月分   49.59 00月分  

最高限度額    49.59 月分   49.59 00月分  

その他の加算措置   定年前早期退職特例  

          措 置 ( 2 %～ 2 0 %加 算 )  

 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度の退職者が３人以下のため、記載していませ

ん。  

 

ウ  地域手当（２７年４月１日現在）  

支  給  実  績（平成 26年度決算）         1,265千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（平成 26年度決算）                60,246円  

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

福井市     1.4％             10人               1.4％  

福井市以外の福井県内     1.4％            11人               1.4％  

 

エ  特殊勤務手当（２７年４月１日現在）  

支給実績（平成 26年度決算） 245千円    

支給職員１人当たり平均支給年額（平成 26年度決算） 18,812円    

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成 26年度） 29.5％    

手当の種類（手当数）  １    

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績  

（26年度決算） 
左記職員に対する支給単価 

特殊勤務手当  

職員  勤務公署以外の場所にお

いて行う土地の取得等の

交渉の業務  

千円  

8 

1日につき 870～ 1,300円  

職員  管理者の管理する送水施

設に豪雨等異常な自然現

象により重大な災害が発

生した場合等に行う巡回

監視、応急作業等の作業  

千円  

12 

 

 

1日につき 710円～ 1,620円  

職員  地上もしくは水面上 10メ

ートル以上の足場の不安

定な箇所等において行う

調査、測量等の作業  

千円  

141 

 

1日につき 300円  

職員  道路上で交通を遮断する

ことなく行う道路の維持

修繕、調査、測量等の作

業  

1日につき 300円  

職員  水路内で行う調査、測量

等  

1日につき 560円  

職員  橋脚の基礎工事その他港

湾、河川等における工事

において、水面下で行う

調査、測量等の作業  

1日につき 300円  
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職員  落石、地すべり、資材の

落下等の危険等を伴う現

場で行う調査、測量等の

作業  

1日につき 300円  

職員  湖上において船舶に乗船

して行う調査、測量等の

作業  

1日につき 300円  

職員  高圧の配電線路または機

器の保守、調査、監督等

の作業  

1日につき 300円  

職員  水門の保守、点検、操作

等の作業  

1日につき 560円  

 職員  特に危険性を有する薬剤

を取り扱う作業  

千円  

84 

1日につき 230円  

 職員  人体に有害な物質の発生

を伴う業務  

1日につき 230円  

 

オ  時間外勤務手当  

支給実績（平成 26年度決算）  3,349千円  

職員１人当たり平均支給年額（平成 26年度決算）  159千円  

支給実績（平成 25年度決算）  3,983千円  

職員１人当たり平均支給年額（平成 25年度決算）  190千円  

（注）１  時間外勤務手当には、休日給を含んでいます。  

 ２  職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（ 26 年度決算）」と

同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の

支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。  

 

カ  その他の手当（２７年４月１日現在）       

手当名 

内容  

および  

支給単価 

一般行政職

の制度との

異同 

一般行政職

の制度と異

なる内容 

支給実績  

（平成 26 年度決

算）  

支給職員1人当たり 

平均支給年額 

（平成 26年度決算） 

管理職手当  

一般行政職と同じ  

3,077 千円  769,341 円  

扶養手当  3,384 千円 282,000 円 

住居手当  0 千円 0 円 

通勤手当  3,317 千円 157,963 円 

単身赴任手当  0 千円 0 円 
特地勤務手当

および特地勤

務手当に準ず

る手当  

0 千円  0 円  

寒冷地手当  0 千円  0 円  

休日給 －  千円 －  円 

夜間勤務手当  0 千円  0 円  

宿日直手当  －  千円 －  円 
管理職員特別

勤務手当  
0 千円  0 円  

（注）宿日直手当、休日給は、支給対象者が３人以下のため、支給実績等を記載していません。  
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(３ ) 宅地造成事業  

   ①  職員給与費の状況  

    ア  決算  

区分 総費用  

 

Ａ 

純損益  

または  

実質収支 

職員給与費  

 

Ｂ 

総費用に占める  

職員給与費比率  

Ｂ／Ａ 

(参考 ) 

平成 25年度の総費用に

占める職員給与費比率 

平  成  

26年度  

千円  

391,876 

千円  

△ 143 

千円  

58,882 

％  

―  

％  

―  

（注）職員給与費は資本的支出に計上しており、総費用の外数です。  

このため職員給与比率を算出していません。  

 

区  分  
職員数  

Ａ  

給      与      費  （参考）一

人当たり  

給与費  

B / A  

 

 

 

 

(参考)都道府県平均        

一人当たり給与費        給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当  計  Ｂ  

平  成  

26年度  

 

7 

千円  

26,283 

千円  

3,692 

千円  

9,189 

千円  

39,164 

千円  

5,594 

       千円  

7,436 

（注）１  職員手当には退職給与金を含んでいません。  

２  職員数は、２７年３月３１日現在の人数です。  

 

イ  特記事項    

     な し  

 

   ②  職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（２７年４月１日現在）  

      区  分 平均年齢 基本給 平均月収額 

福  井  県  35.4歳 291,714円 437,767円 

団  体  平  均 45.9歳  393,317円  620,600円  

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。  

 

   ③  職員の手当の状況  

ア  期末手当・勤勉手当  

福     井     県 団   体   平   均 

１人当たり平均支給額（平成 26年度）  

1,313千円 

１人当たり平均支給額（平成 26年度）  

1,902千円 

（平成 26年度支給割合）  

期末手当      勤勉手当  

特定幹部職員    2.20 月分    1.90 月分  

特定幹部職員以外  2.60 月分    1.50 月分  

( 1 . 4 5 )月分    ( 0 . 7 0 )月分 

 

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置  

 ・役職加算    5～ 20％  

 ・管理職加算  15～ 25％ 

 

(注 )  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。  
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イ  退 職 手 当 （ ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 ）  

福     井     県 一  般  行  政  職  

（支給率）     自己都合     勧奨・定年  

勤続 20年      20.445月分   25.55625月分  

勤続 25年      29.145月分   34.58250月分  

勤続 35年      41.325月分   49.59 00月分  

最高限度額    49.59 月分   49.59 00月分  

その他の加算措置   定年前早期退職特例  

          措 置 ( 2 %～ 2 0 %加 算 )  

1人当たり平均支給額  

   －千円    － 千円 

（支給率）     自己都合     勧奨・定年  

勤続 20年      20.445月分   25.55625月分  

勤続 25年      29.145月分   34.58250月分  

勤続 35年      41.325月分   49.59 00月分  

最高限度額    49.59 月分   49.59 00月分  

その他の加算措置   定年前早期退職特例  

          措 置 ( 2 %～ 2 0 %加 算 )  

 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度の退職者がいなかったため、記載していませ

ん。  

 

ウ  地域手当（２７年４月１日現在）  

支  給  実  績（平成 26年度決算）           368千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（平成 26年度決算）                 52,554円  

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

福井市       1.4％               6人                1.4％  

福井市を除く福井県内       1.4％               1人                1.4％  

 

エ  特殊勤務手当（２７年４月１日現在）  

支給実績（平成 26年度決算） －  円    

支給職員１人当たり平均支給年額（平成 26年度決算）  －  円    

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成 26年度）  －  ％    

手当の種類（手当数） １    

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

７（１）の③のエに同じ  

 （注）支給実績等は、支給対象者が３人以下のため記載していません。  

 

オ  時間外勤務手当  

支給実績（平成 26年度決算）  2,218千円  

職員１人当たり平均支給年額（平成 26年度決算）  317千円  

支給実績（平成 25年度決算）  1,095千円  

職員１人当たり平均支給年額（平成 25年度決算）  156千円  

（注）１  時間外勤務手当には、休日給を含んでいます。  

 ２  職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（ 26 年度決算）」と

同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の

支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。  
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カ  その他の手当（２７年４月１日現在）       

手当名 

内容  

および  

支給単価 

一般行政職

の制度との

異同 

一般行政職

の制度と異

なる内容 

支給実績  

（平成 26 年度決

算）  

支給職員1人当た

り平均支給年額 

（平成 26年度決算

）  

管理職手当  

一般行政職と同じ  

0 千円 0 円 

扶養手当  －  千円  －  円  

住居手当  0 千円 0 円 

通勤手当  205 千円 40,960 円 

単身赴任手当  0 千円 0 円 
特地勤務手当

および特地勤

務手当に準ず

る手当  

0 千円  0 円  

寒冷地手当  0 千円  0 円  

休日給 0 千円 0 円 

夜間勤務手当  0 千円  0 円  

宿日直手当  0 千円 0 円 
管理職員特別

勤務手当  
0 千円  0 円  

（注）扶養手当は、支給対象者が３人以下のため、支給実績等を記載していません。  

 

 

(４ ) 下水道事業  

   ①  職員給与費の状況  

    ア  決算  

区分  総費用  

 

Ａ  

純損益  

または  

実質収支  

職員給与費  

 

Ｂ  

総費用に占める  

職員給与費比率  

Ｂ／Ａ  

(参考 ) 

平成 25年度の総費用に

占める職員給与費比率  

平  成  

26年度  

千円  

727,554 

千円  

182,401 

千円  

40,781 

％  

5.6 

％  

6.3 

 

区  分  
職員数  

Ａ  

給      与      費  （参考）一

人当たり  

給与費  

B / A  

 

 

 

 

(参考)都道府県平均        

一人当たり給与費        給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当  計  Ｂ  

平  成  

26年度  

 

5 

千円  

20,224 

千円  

4,607 

千円  

7,716 

千円  

32,547 

千円  

6,509 

       千円  

7,041 

（注）１  職員手当には退職給与金を含んでいません。  

２  職員数は、２７年３月３１日現在の人数です。  

 

イ  特記事項    

     な し  
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②  職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（２７年４月１日現在）  

      区  分 平均年齢 基本給 平均月収額 

福  井  県  37.8歳 320,174円 495,207円 

団  体  平  均 43.8歳  404,682円  589,948円  

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。  

 

   ③  職員の手当の状況  

ア  期末手当・勤勉手当  

福     井     県 団   体   平   均 

１人当たり平均支給額（平成 26年度）  

1,543千円 

１人当たり平均支給額（平成 26年度）  

1,411千円 

（平成 26年度支給割合）  

期末手当      勤勉手当  

特定幹部職員    2.20 月分    1.90 月分  

特定幹部職員以外  2.60 月分    1.50 月分  

( 1 . 4 5 )月分    ( 0 . 7 0 )月分 

 

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置  

 ・役職加算    5～ 20％  

 ・管理職加算  15～ 25％ 

 

(注 )  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。  

 

 

イ  退 職 手 当 （ ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 ）  

福     井     県 一  般  行  政  職  

（支給率）     自己都合     勧奨・定年  

勤続 20年      20.445月分   25.55625月分  

勤続 25年      29.145月分   34.58250月分  

勤続 35年      41.325月分   49.59 00月分  

最高限度額    49.59 月分   49.59 00月分  

その他の加算措置   定年前早期退職特例  

          措 置 ( 2 %～ 2 0 %加 算 )  

1人当たり平均支給額  

   －千円    － 千円 

（支給率）     自己都合     勧奨・定年  

勤続 20年      20.445月分   25.55625月分  

勤続 25年      29.145月分   34.58250月分  

勤続 35年      41.325月分   49.59 00月分  

最高限度額    49.59 月分   49.59 00月分  

その他の加算措置   定年前早期退職特例  

          措 置 ( 2 %～ 2 0 %加 算 )  

 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度の退職者がいなかったため、記載していませ

ん。  

 

ウ  地域手当（２７年４月１日現在）  

支  給  実  績（平成 26年度決算）          255千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（平成 26年度決算）               51,036円  

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

福井市    1.4％                4人                1.4％  

福井市を除く福井県内    1.4％                1人                1.4％  
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エ  特殊勤務手当（２７年４月１日現在）  

支給実績（平成 26年度決算）  －  円    

支給職員１人当たり平均支給年額（平成 26年度決算）  －  円    

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成 26年度）  －  ％    

手当の種類（手当数）  １    

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

７（１）の③のエに同じ  

 （注）支給実績等は、支給対象者が３人以下のため記載していません。  

 

オ  時間外勤務手当  

支給実績（平成 26年度決算）  2,047千円  

職員１人当たり平均支給年額（平成 26年度決算）  409千円  

支給実績（平成 25年度決算）  1,383千円  

職員１人当たり平均支給年額（平成 25年度決算）  277千円  

（注）１  時間外勤務手当には、休日給を含んでいます。  

 ２  職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（ 26 年度決算）」と

同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の

支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。  

 

カ  その他の手当（２７年４月１日現在）       

手当名 

内容  

および  

支給単価 

一般行政職

の制度との

異同 

一般行政職

の制度と異

なる内容 

支給実績  

（平成 26 年度決

算）  

支給職員1人当た

り平均支給年額 

（平成 26年度決算

）  

管理職手当  

一般行政職と同じ  

－  千円  －  円  

扶養手当  －  千円  －  円  

住居手当  0 千円 0 円 

通勤手当  718 千円 143,627 円 

単身赴任手当  0 千円 0 円 
特地勤務手当

および特地勤

務手当に準ず

る手当  

0 千円  0 円  

寒冷地手当  0 千円    0 円  

休日給 0 千円  0 円 

夜間勤務手当  0 千円  0 円  

宿日直手当  0 千円  0 円  

管理職員特別

勤務手当  
0 千円  0 円  

（注）管理職手当、扶養手当は、支給対象者が３人以下のため、支給実績等を記載していません。 

 

 

 


